
令和６年度心身障害者特定相談支援事業 

あくせす事業計画 
 

１  基本方針  

地 域 の 障 害 者 等 の 福 祉 に 関 す る 各 般 の 課 題 に つ い て 、 障 害 者 等 、 障 害 児 の  

保 護 者 又 は 障 害 者 等 の 介 護 を 行 う 者 か ら の 相 談 に 応 じ 、 必 要 な 情 報 の 提 供 及  

び 助 言 を 行 い 、 併 せ て こ れ ら の 者 と 区 及 び 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 等 と

の 連 絡 調 整 そ の 他 の 便 宜 を 総 合 的 に 供 与 す る 。  

   

２  支援方針  

⑴  サ ー ビ ス 利 用 支 援  

障 害 者 の 心 身 の 状 況 、 そ の 置 か れ て い る 環 境 等 を 勘 案 し 、 利 用 す る サ ー

ビ ス の 内 容 等 を 定 め た サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 を 作 成 し 、 支 給 決 定 等 が 行 わ

れ た 後 に 、 当 該 支 給 決 定 等 の 内 容 を 反 映 し た サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 の 作 成 等

を 行 う 。  

⑵  継 続 サ ー ビ ス 利 用 支 援  

サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 が 適 切 で あ る か ど う か を 一 定 期 間 ご と に 検 証 し 、 そ

の 結 果 等 を 勘 案 し て サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 の 見 直 し を 行 い 、 サ ー ビ ス 等 利 用

計 画 の 変 更 等 を 行 う 。  

 

３  事業目標  

⑴   区 内 外 の 相 談 支 援 事 業 所 や 関 係 機 関 、 社 会 資 源 と の 連 携 を 図 り 、 サ ー ビ

ス 等 利 用 計 画 の 実 現 を 図 る 。  

⑵   利 用 者 の モ ニ タ ニ ン グ に 重 点 を 置 い た サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 を 作 成 す る 。  

⑶   相 談 支 援 事 業 の 利 用 者 拡 大 を 図 っ て い く 。  

 

４  対象者  

⑴  障 害 福 祉 サ ー ビ ス 又 は 地 域 相 談 支 援 を 利 用 す る す べ て の 障 害 者  

 

５  定員   

⑴   １ 日 の 定 員 ２ 名  

 

 

 

 

 

 



令和６年度心身障害者一般相談支援事業 

あくせす事業計画 
 

１  基本方針  

地 域 の 障 害 者 等 の 福 祉 に 関 す る 各 般 の 課 題 に つ い て 、 障 害 者 等 、 障 害 児 の  

保 護 者 又 は 障 害 者 等 の 介 護 を 行 う 者 か ら の 相 談 に 応 じ 、 必 要 な 情 報 の 提 供 及  

び 助 言 を 行 い 、併 せ て こ れ ら の 者 と 区 及 び 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 等 と

の 連 絡 調 整 そ の 他 の 便 宜 を 総 合 的 に 供 与 す る 。  

 

２  支援方針  

 ⑴  地 域 移 行 支 援  

障 害 者 支 援 施 設 等 に 入 所 し て い る 障 害 者 又 は 精 神 科 病 院 （ 精 神 科 病 院 以 外

の 病 院 で 精 神 病 室 が 設 け ら れ て い る も の を 含 む 。 ） に 入 院 し て い る 精 神 障 害

者 に 対 し て 、 住 居 の 確 保 そ の 他 の 地 域 に お け る 生 活 に 移 行 す る た め の 活 動 に

関 す る 相 談 そ の 他 の 便 宜 を 供 与 す る 。  

①  対 象   

ア  障 害 者 支 援 施 設 又 は 精 神 科 病 院 に 入 所 ・ 入 院 す る 障 害 者  

イ  児 童 福 祉 施 設 に 入 所 す る １ ８ 歳 以 上 の 者  

ウ  障 害 者 支 援 施 設 に 入 所 す る １ ５ 歳 以 上 の 者  

※  精 神 科 病 院 入 院 者 に つ い て は 、 支 援 の 必 要 性 が 相 対 的 に 高 い と 見 込

ま れ る １ 年 以 上 の 入 院 者 を 中 心 に 対 象 と し 、 １ 年 未 満 の 入 院 者 に つ

い て は 、 特 に 支 援 が 必 要 な 者 （ 例 え ば 、 措 置 入 院 や 医 療 保 護 入 院 か

ら 退 院 す る 者 で 、 住 居 の 確 保 な ど の 支 援 を 必 要 と す る も の な ど ） を

対 象 と す る 。  

⑵  地 域 定 着 支 援  

①  地 域 定 着 支 援  

居 宅 に お い て 単 身 等 の 状 況 で 生 活 す る 障 害 者 に 対 し て 、当 該 障 害 者 と の

常 時 の 連 絡 体 制 を 確 保 し 、障 害 の 特 性 に 起 因 し て 生 じ た 緊 急 の 事 態 等 に お

い て 相 談 そ の 他 の 便 宜 を 供 与 す る 。  

②  対 象   

ア  居 宅 に お い て 単 身 で 生 活 す る 障 害 者  

イ  家 族 の 状 況 等 に よ り 同 居 し て い る 家 族 に よ る 支 援 を 受 け ら れ な い 障

害 者  

※ グ ル ー プ ホ ー ム・ケ ア ホ ー ム 、宿 泊 型 自 立 訓 練 の 入 居 者 に 係 る 常 時 の

連 絡 体 制 等 に つ い て は 、基 本 的 に 当 該 事 業 所 の 世 話 人 等 が 対 応 す る こ

と が 想 定 さ れ る た め 、 対 象 外 と す る 。  

 

 



３  業務目標  

⑴   区 内 外 の 相 談 支 援 事 業 所 や 関 係 機 関 、 社 会 資 源 と の 連 携 を 行 な う 。  

⑵   利 用 者 の ニ ー ズ に 沿 っ た 地 域 移 行 支 援 計 画 を 作 成 す る 。  

 

４  定員   

⑴  １ 日 の 定 員 ２ 名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


